
No.1 
 

「林務関係ＩＣＴ活用工事試行実施要領」（令和５年２月１５日付け４農総第２９７号農林基盤局長）新旧対照表 

改     正 現    行 備 考 

第１条～第６条 （略） 

 

 第７条 ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

（１） 工事成績評定における加点 

ＩＣＴ活用工事を実施した場合、発注方法に関わらず、工事成績評定の創意工夫において

評価するものとする。評価にあたっては、創意工夫の評価項目として、第１条①～⑤に示すＩ

ＣＴ施工技術のうち、いずれか１つでも実施した場合は、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し

た情報化施工を取り入れた工事」として評価し、その上で、①～⑤の技術について、活用した

技術ごとに評価を加える。 

（２） 取組証の発行 

前項の規定により工事成績評定において評価した工事のうち、「③ＩＣＴ建設機械による施

工」を実施した場合、監督員は、工事目的物の引き渡し後、速やかに請負者に対して「ＩＣＴ

活用工事取組証」（様式－１）を発行するものとする。 

 

第８条 （略） 

 

附則 この要領は令和５年４月１日から施行する。 

附則 この要領は令和５年４月４日から施行する。 

附則 この要領は令和５年７月１日から施行する。 

 

第１条～第６条 （略） 

 

 第７条 ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

（１） 工事成績評定における加点 

ＩＣＴ活用工事を実施した場合、発注方法に関わらず、工事成績評定の「５．創意工夫【施

工】15．ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事」において評価する

ものとする。 

 

 

（２） 取組証の発行 

前項の規定により工事成績評定において評価した工事のうち、「ＩＣＴ建設機械による施

工」を実施した場合、監督員は、工事目的物の引き渡し後、速やかに請負者に対して「ＩＣＴ

活用工事取組証」（様式－１）を発行するものとする。 

 

第８条 （略） 

 

附則 この要領は令和５年４月１日から施行する。 

附則 この要領は令和５年４月４日から施行する。 

（新設） 

 

別表－１ （略） 
 
別紙１～別紙（記載例－２） （略） 

 

別表－１ （略） 
 
別紙１～別紙（記載例－２） （略） 

 

 

様式－１ 
年 月 日 

ＩＣＴ活用工事取組証 
名称 
代表者名（契約の相手方）様 
工 事 名  
工 事 の 場 所  
契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 
請 負 代 金 額 金           円 
工 期 着手     年  月  日 

 完了     年  月  日 
完 了 年 月 日 年  月  日 
本 工 事 の 業 種  
※本取組証は、ＩＣＴ施工技術のうち、③ＩＣＴ建設機械による施工を実施した場合にのみ発行する。 

愛知県○○○所長  印 
 

様式－１ 
年 月 日 

ＩＣＴ活用工事取組証 
名称 
代表者名（契約の相手方）様 
工 事 名  
工 事 の 場 所  
契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 
請 負 代 金 額 金           円 
工 期 着手     年  月  日 

 完了     年  月  日 
完 了 年 月 日 年  月  日 
本 工 事 の 業 種  

 （新設） 
愛知県○○○所長  印 

 

 


